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令和５年度 「誘致活動サポート事業」実施業務 

委託仕様書 

 

那覇市 経済観光部 商工農水課 

            

■業務名：令和 5年度 「誘致活動サポート事業」 

■委託期間：契約締結日〜令和６年 3月 29日 

 

１ はじめに 

 本市は、平成 24年度から令和元年度まで継続的に戦略的産業（観光産業、情報通

信産業、物流）の企業誘致に取組んだ結果として 49社の立地実績があるが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響から本事業を一時的に停止していた。今年度から改

めて事業を再開するにあたり、コロナ前から大きく変化した外部環境に適切に対応

した事業計画を検討することとする。 

 

昨今は、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした ICT（情報通信技術）の

進展による社会全体の急速なデジタル化や、持続可能な社会の実現を目指す SDGsへ

の関心の高まり、少子高齢化・人口減少等に起因する人手不足、脱炭素化を実現す

るためのカーボンニュートラルへの取組みなど、社会の状況や市民の意識は、大き

くかつ急速に変化している。 

こうした社会情勢の変化を的確に捉えて柔軟に対応するため、平成 30 年度にス

タートした第５次那覇市総合計画は、中間年度を迎える令和４年度から令和５年度

にかけ、今次の計画策定時には予測できなかった、世界及び日本国内で影響の大き

い「with コロナ・after コロナへの対応」「デジタル・トランスフォーメーション

（DX）の推進」「SDGs（持続可能な開発目標）の達成」「カーボンニュートラル（脱

炭素化）の実現」「ウェルビーイングの実現」を社会情勢の変化と捉え、これらを『５

つの柱』とし、この観点に基づいた検証及び必要な見直しを行う予定である。 

更に、情報通信関連産業の更なる高度化・高付加価値化を通じた様々な産業の振

興・発展を目的として、「なは ICT産業振興ガイドライン」を令和４年度に策定した

ところである。 

また、沖縄県の「新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」でも、DX は重要な要素の

一つとされており、県は ICT/DX 関連施策の推進に向けた考え方や方向性、施策等

を示すとともに、施策を計画的かつ効果的に推進するための総合計画として、令和

４年度に「沖縄県 DX 推進計画」を策定したところ。 

経済産業省が公表した『DX レポート ～IT システム「2025 年の崖」克服と DX の本
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格的な展開～』は、DXへの取組みの重要性に言及し、もし DXが進まなければ「2025

年以降、最大で年間 12兆円の経済損失が生じる可能性がある」と警告しており、DX

の推進は本市の産業振興に資する最も重要なテーマの一つである。 

本事業では、本市情報通信産業の高度化や取引拡大に資すると共に、本市地域経

済の高付加価値化や稼ぐ力の向上に寄与するための DX 推進をサポートする企業の

誘致に取り組むこととする。 

 

２ 事業の必要性 

本市は、県内の政治経済の中心地であり、様々な商機が重なり、ビジネスの素

地が広がっているものの、コロナ禍による経済的な打撃は大きく、なお回復の途

上である。 

上述のような外部環境の変化等に柔軟に対応しながら収益を上げるため、DXの

推進は喫緊の課題でもあるところ、社内リソースの不足や最新情報へのアクセス

が難しいなどの理由から取組みが遅れているのが現状である。 

加えて、県内情報通信産業の課題として従前から指摘されているのが、単価の

安い下請中心のビジネスモデルに偏っていることであり、より収益性の高いビジ

ネスにつながるような取引先の開拓が求められていることから、本市地域経済の

DX推進及び情報通信産業の成長や取引拡大に資する企業を県外から呼び込む必要

がある。 

 

３ 期待される効果 

  DXが推進されることによる本市地域経済の活性化や収益力の向上、本市情報通

信産業の成長や取引拡大により、税収及び市民所得等の向上に資することから、

地域経済の好循環の実現が期待できる。 

 

４ 実施する業務 

 受託者は契約締結後速やかに、発注者と協議のもと、業務全体の進め方、役割分担、

スケジュール等をとりまとめた「業務実施計画書」を提出の上実施すること。  

「誘致活動サポート事業」の実施に当たっては、以下の(1)～(5)を踏まえ、発注者

と定期的な協議の上、双方の考え方や認識を確認し、方向性を確定した上で進めてい

くこと。 

(1)誘致戦略の策定 

本市及び沖縄県の現況や制度等の特色及び地域課題を踏まえ､本市産業の DX推

進や情報通信産業の成長や取引拡大に資するような企業誘致戦略を策定する｡ 

(2)進出検討企業訪問 
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(1)に基づき、本市への誘致を目指す企業を 30社程度発掘した上で、企業訪

問（オンラインも可能）を実施する。本市の立地環境や投資環境等についても

紹介しながら、本市への進出意欲のある企業を 10～15社程度選定する。 

(3)現地視察ツアー及びビジネスマッチング交流会 

(2)にて選定した進出意欲のある企業を沖縄に招き、半日程度の現地視察ツア

ーを実施する。視察コースについては、那覇市 IT創造館及びメカル ヨン_ゴ(な

は産業支援センター)などの施設等を訪問し、立地環境や投資環境がイメージし

易いよう、効果を高める提案とする。また、視察ツアー後は、本市に立地してい

る企業と、ツアーに参加している県外企業とのビジネスマッチング交流会を開催

する。交流会の実施に際しては、県外からの参加企業のピッチ等を企画するな

ど、本市企業と県外企業の今後の連携可能性のきっかけとなるような工夫を行う

こととし、本市企業及び県外企業の参加企業数は 30社以上とする。 

(4)DX普及啓発セミナー 

本市企業を対象として、DXに関する情報提供等を目的とした普及啓発セミナー

を 2回以上実施する。未だに DXに関する認知や関心が無い事業者にも積極的に

周知し、参加を呼び掛けることとする。セミナーはハイブリッド形式で開催する

こととし、セミナー会場は３０名程度を収容できる会場を確保し、リアル及びオ

ンラインの参加者は合計で５０名以上となるよう、広く事前周知すること。 

また、セミナー参加者にアンケートを実施して、③のビジネスマッチング交流

会への関心がある企業を発掘する。 

(5) フォローアップ業務 

    本市が提供する約 50 社(過去に実施した本事業における訪問対象企業及び視察

ツアー参加企業)に対しフォローアップを実施し､本市の立地環境に関する情報提

供及び各種 PR活動を展開する。また、本事業により本市に立地した企業の状況（所

在地、従業員数、売上規模等）を把握し、今後の事業改善へと繋げる。 

 

４ 成果物 

 本業務の成果として、以下を納品すること 

○「誘致活動サポート事業」報告書： 30部 

○「誘致活動サポート事業」報告書概要版： 30部 

○上記及び調査関連データを収めた電子媒体：  一式 

※納品方法等は協議の上決定する。 

 

５ 法令等の遵守 

受託者は、個人情報及び機密情報の重要性を認識した上で、管理を厳格に行い、
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情報漏えい等が発生しないように万全の注意を払うとともに、個人情報の取り扱い

には、個人情報関係法令等及び本市個人情報保護条例等を遵守すること。 

 

６ 受託者の責務 

受託者は次の事項に留意すること。 

(1) 業務において知り得た秘密は、他に漏らさないこと。また、中立性を厳守する 

こと。 

(2) 定められた期間に本業務が完了するよう、適切なスケジュール管理に努め、 

作業の円滑化を図ること。 

(3) 本業務の実施にあたり、契約書、仕様書及び発注者の指示に従い、本業務の 

目的、趣旨を十分理解したうえで、実施すること。 

(4) 本業務の契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させてはなら 

ない。ただし、発注者の承認を得た場合は、この限りではない。 

 

７ 費用負担 

(1) 本業務に係る一切の経費は、特に記載がない限り委託金額に含むこと。 

(2) オンライン会議の実施にあたっては、基本、受託者がホストとなること。その

場合に必要な本市側の設備及び通信費は本市が負担する。 

 

８ 手直し 

受託者は業務完了後、受託者の責めに帰すべき理由により成果品の不良個所が発見

された場合は、速やかに訂正補足とその他の必要な措置を講ずること。その場合の作

業に係る費用は全て受託者の負担とする。 

 

９ その他 

この仕様書に記載のない事項については、発注者と受託者において協議のうえ決定

すること。 

 

以上。 


